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◎川越町職員給与等の公表

奨
学
生
の
資
格

奨
学
生
の
資
格

川
越
町
職
員
の
給
与
等
を
公
表
し
ま
す

川
越
町
職
員
の
給
与
等
を
公
表
し
ま
す

　

川
越
町
職
員
の
給
与
等
の
内
容
を
町
民
の
み
な
さ
ま
に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
「
川
越
町
人
事
行
政
の
運

営
等
の
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
」
の
規
定
に
基
づ
き
、
職
員
の
給
与
や
部
門
別
の
職
員
数
な
ど
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。
（
こ
の
記
事
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
（
℡
３
６
６
・
７
１
１
３
）
ま
で
）

　１日の勤務時間は、午前８時30分から午後５時
15分までで、週38時間45分勤務です。原則週休２
日制となっています。

☆勤務時間

☆人件費の状況

※人件費には、町長等特別職及び職員の給与並びに議員等
　の報酬のほか、市町村職員共済組合等の負担金を含みます。

歳出額Ａ

6,829,467

実質収支

407,447

人件費Ｂ

927,481

人件費率Ｂ/Ａ

13.60%

（単位：千円）
（平成20年度普通会計決算額）

☆職員の平均給料月額・平均年齢の状況

一般行政職

技能労務職

平均給料月額

333,200円

270,300円

平均年齢

41.0歳

54.3歳

（平成21年4月1日現在）

☆職員の採用状況
平成21年4月1日

職　種

事務職

合　計

採用者数

2　人

２　人
※職員の採用は、行政需要
の動向や今後の退職者予定
数等を考慮して行っていま
す。

区　分
総務関係
民生関係
衛生関係
教育関係
事業関係
合　計

定年退職
２　人
０　人
０　人
０　人
０　人
２　人

勧奨退職
０　人
０　人
０　人
１　人
０　人
１　人

普通退職等
１　人
０　人
１　人
２　人
０　人
４　人

合　計
３　人
０　人
１　人
３　人
０　人
７　人

☆職員の退職状況 （平成20年度）

　休暇には、大きく次の４つがあります。
①年次有給休暇：１年（暦年）あたり20日間を与えら
れます。残日数がある場合は、20日を限度として翌年
に繰り越すことができます。
②病気休暇：病気療養に必要な期間（90日以内）につ
いては有給扱いとなります。
③特別休暇：特定の事由に基づいて有給が認められます。
結婚休暇・忌引休暇・産前休暇・産後休暇・夏季休暇
等です。
④介護休暇：同居の家族の介護が必要な期間（連続す
る180日以内）について無給となります。

☆休暇制度（平成21年4月1日現在）

（平成21年4月1日現在）

☆扶養手当、住居手当及び通勤手当の状況
ア．配偶者
イ．配偶者以外の扶養家族1人につき
ウ．配偶者なしの1人目のみ
※特定扶養加算（16歳以上22歳までの子１人につき）

借家、借間居住者

自宅居住者
交通機関利用者
交通用具利用者

13,000円
6,500円

11,000円
5,000円

支給対象額12,000円を超える額      
ただし最高支給限度額　　27,000円

3,400円
支給限度額　55,000円
支給限度額　24,500円

扶
養
手
当

住
居
手
当

通
勤

手
当

☆部門別職員数の状況

議　　会
総務企画
税　　務
農林水産
土　　木
民　　生
衛　　生
小　　計
教　　育
小　　計
水　　道
下 水 道
診療その他
小　　計

（各年4月1日現在）
（単位：人）

公
営
企
業
等

部　
　
　

門

一
般
行
政
部
門

特別行政
部　　門

3
20

8
1
9

25
8

74
22
22

4
3

11
18

114

3
20

8
2
9

26
9

77
23
23

4
3

12
19

119

0
0
0

-1
0

-1
-1
-3
-1
-1
0
0

-1
-1
-5

平成21年 平成20年
職　員　数区　分

部　門

合　　　計

増 減 数
対 前 年

☆経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

経験年数10年

253,100円

―

―

大学卒

高校卒

高校卒

 

技能労務職

経験年数15年

283,500円

―

―

経験年数20年

329,500円

294,200円

―

経験年数25年

376,500円

308,100円

―

（平成21年4月1日現在）

（平成21年4月1日現在）

区　　　分

一般行政職

☆一般行政職の級別職員数の状況 （平成21年4月1日現在）

標 準 的な
職 務 内 容

職員数（人）

構成比（%）

69

100

区　　分

1

1.5

8

11.6

13

18.8

主　事
技　師

主　事
　技　師　

1　級 ２　級 ３　級

15

21.7

主　任

３　級

8

11.6

係　長
主　査

４　級

8

11.6

課長補佐
主　幹

５　級

13

18.8

課長・主監
上席主監

６　級

部　長

3

4.4

７　級 計

６ 月 期
12月期

計
期 末 手 当
勤 勉 手 当

退 職 手 当

期 末 手 当
1 . 4 0 月 分
1 . 6 0 月 分
3 . 0 0 月 分

勤 勉 手 当
0 . 7 ５ 月 分
0 . 7 ５ 月 分
1.５０月分

☆期末手当及び勤勉手当並びに退職手当の状況

（ 支 給 率 ）
勤 続 2 0 年
勤 続 2 5 年
勤 続 3 5 年
最 高 限 度

自 己 都 合
23.500月分
33.500月分
47.500月分
59.280月分

定 年 ・ 勧 奨
30.550月分
41.340月分
59.280月分
59.280月分

（１）健康管理事業の状況

《川越町職員の福祉厚生事業関係》
（２）財団法人三重県市町村職員互助会への負担金等の状況

①財団法人三重県市町村職員互助会事業の状況

5,308千円平成20年度　負　担　金　等事業の名称

1,080千円平成20年度健康管理事業の決算額

一般健康診断

特殊健康診断

その他健康診断

事業の内容
職員の一般的な健康状態を把握し、保
健指導を実施しています。

有害な業務に常時従事する職員に業務
上疾病が発生するのを予防することを
目的に実施しています。

生活習慣病の予防を目的とした各種が
ん検診等の健康診断を実施しています。

事　業　名 事業の内容

福利厚生事業 法律相談、災害見舞金等及び職場研修等の助成

地域振興助成・防災支援助成公 益 事 業

②その他の福利厚生事業

事　業　名 事業の内容

その他の福利厚生事業 体育クラブ助成、公共施設利用料の助成

☆特別職の報酬等の状況

６ 月 期

12月期

計

　 2 . 1 5 月 分

2 . 3 5 月 分

4 . 5 0 月 分

区　　分

町　　長

教 育 長

議　　長

副 議 長

委 員 長

議　　員

期末手当報酬月額等（円）

860,000

580,000

328,000

261,000

241,000

231,000

●条例に基づき給料月額 
　等の20％の加算措置
　があります。平

成
２２
年
度　

高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
大
学
入
学
予
定
者
、在
学
生
対
象

　

川
越
町
で
は
、
学
習
意
欲
が

あ
り
な
が
ら
、
経
済
的
な
理
由

で
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校

及
び
大
学
に
修
学
困
難
な
生
徒

に
対
し
、
奨
学
金
の
貸
与
、
及

び
付
与
を
行
い
、
社
会
に
貢
献

す
る
有
用
な
人
材
の
育
成
に
努

め
て
い
ま
す
。

（
１
）
提
出
書
類

　

①
奨
学
金
受
給
申
請
書

　

②
中
学
校
長
ま
た
は
高
等
学
校
長

　
　

の
推
薦
書

　

③
中
学
校
ま
た
は
高
等
学
校
在
学

　
　

中
の
成
績
証
明
書

　

④
高
等
学
校
・
大
学
へ
の
入
学
許

　
　

可
書
ま
た
は
在
学
証
明
書

　

⑤
住
民
票

　

⑥
家
庭
状
況
調
書

　

※
①
、
⑥
の
書
類
は
学
校
教
育
課

　
　

で
配
付
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
申
込
期
限

　
　

平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で

（
３
）
申
込
先　

　

川
越
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

（
役
場
３
階
）

１  

４
月
に
教
育
委
員
会
で
選
考
し
、

　

奨
学
生
を
決
定
し
ま
す
。
決
定
結

　

果
は
、
書
面
で
通
知
し
ま
す
。

２  

申
込
期
限
を
過
ぎ
て
も
、
失
業
、

　

災
害
等
に
よ
る
家
計
の
急
変
が
あ

　

っ
た
場
合
等
は
申
込
で
き
ま
す
。

３  

奨
学
生
に
決
定
さ
れ
た
生
徒
は
、

　

14
日
以
内
に
保
証
人
（
川
越
町
内

　

に
居
住
し
、
奨
学
金
の
返
還
及
び

　

身
上
等
一
切
の
こ
と
に
つ
い
て
責

　

任
を
有
す
る
。
）
が
連
署
し
た
誓

　

約
書
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な

　

け
れ
ば
、
決
定
を
辞
退
し
た
も
の

　

と
み
な
し
ま
す
。

４  

貸
与
を
受
け
た
奨
学
金
は
、
当

　

該
各
校
を
卒
業
後
１
年
据
え
置
き
、

　

引
き
続
き
10
年
以
内
に
返
還
し
て

　

い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
教
育
委

　

員
会
の
定
め
る
事
情
に
よ
り
返
還

　

の
猶
予
を
認
め
た
場
合
、
猶
予
期

　

間
は
１
年
以
内
と
し
、
そ
の
理
由

　

が
継
続
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

　

申
請
に
よ
り
３
年
を
限
度
と
し
て

　

延
長
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
猶
予

　

さ
れ
た
者
は
猶
予
理
由
の
消
滅
し

　

た
翌
月
か
ら
奨
学
金
を
返
還
し
て

　

い
た
だ
き
ま
す
。

５  

当
該
各
校
を
退
学
す
る
、
ま
た

　

は
他
の
奨
学
金
を
利
用
す
る
等
、

　

教
育
委
員
会
が
定
め
る
貸
与
の
打

　

ち
切
り
事
由
に
該
当
し
た
場
合
は
、

　

既
に
貸
与
し
た
金
額
及
び
付
与
し

　

た
就
学
支
度
金
を
、
教
育
委
員
会

　

が
決
定
す
る
方
法
で
返
還
し
て
い

　

た
だ
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

川
越
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　
　
　
　
　

℡
３
６
６
・
７
１
２
１

奨学金の
　　種類入学予定

　（在学）校

高等学校

短期大学（2・3年過程）

10,000円 30,000円

30,000円 50,000円

50,000円 100,000円大　　学

修学資金
（貸与月額）

就学支度金
（入学時一時金）

川
越
町
奨
学
金  

申
込
の
ご
案
内

貸
与
額
及
び
付
与
額

貸
与
額
及
び
付
与
額

申
込
方
法

申
込
方
法

※
１  

修
学
資
金
は
無
利
子
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
額
の
半
年
分

を
４
月
及
び
10
月
に
一
括
貸
与
し

ま
す
。

  

貸
与
期
間
は
当
該
各
校
の
正
規

の
最
短
修
業
期
間
を
修
了
す
る
日
の

属
す
る
月
ま
で
と
し
ま
す
。

※
２  

就
学
支
度
金
は
、
入
学
日
の

属
す
る
年
の
４
月
に
付
与
し
ま
す
。

　

本
人
が
川
越
町
に
１
年
以
上

居
住
し
て
お
り
、
次
の
う
ち
１

つ
以
上
に
該
当
し
、
教
育
委
員

会
が
認
め
た
者

１　

優
秀
な
資
質
を
有
し
、
経

　

済
的
理
由
に
よ
り
修
学
困
難

　

な
者

２　

こ
の
奨
学
金
制
度
に
よ
り

　

初
め
て
進
学
を
希
望
す
る
状

　

態
と
な
り
、
か
つ
、
本
人
の

　

適
正
環
境
か
ら
見
て
、
学
業

　

達
成
の
見
込
み
が
あ
る
と
認

　

め
ら
れ
る
者

３　

学
業
半
ば
に
し
て
扶
養
者
が
、

　

死
亡
ま
た
は
心
身
の
障
が
い
等

　

に
よ
っ
て
扶
養
能
力
を
失
い
、

　

学
業
達
成
の
見
込
み
が
困
難
と

　

な
っ
た
者

４　

そ
の
他
教
育
委
員
会
が
特
に

　

必
要
と
認
め
た
者

※職員数には、教育長を含みます。

※期末・勤勉手当の支給割合、退職手当の支給率は国と同じです。

●職制上の段階、職務の級等による加算措置があります。

※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

そ
の
他
詳
細

そ
の
他
詳
細


